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～予防救急とは～ 

救急車で搬送される病気やケガの中には、日常生活の中で、ちょっとした注意や心がけで予

防できるものも多くあり、これらの「事故を未然に防止すること」を言います。 

 

〇高齢者の転倒・転落について 

その中でも、不慮の事故で救急搬送された事例を分析したところ、家庭内や屋外での転倒や転

落による事故が多く、約 80％以上が高齢者です。年齢とともに筋力やバランス感覚の低下によ

り転びやすく、骨折や頭部外傷等の大きな怪我に繋がります。 

実際にあった救急事例を参考に、事故予防と対策に取り組みましょう！ 

 

〇実際にあった救急事例 (転倒・転落) 

・庭で枝を剪定しようと高さ約５０ｃｍの脚立に乗ろうとしたところ、バランスを崩して転落した。 

・自宅の階段から転落し、身動きがとれなくなった。   

・ベッドから転落し、足の痛みで歩くことができず。 

・深夜にトイレから出た際、廊下で躓き転倒し、腰部を受傷。 

・お風呂上りに浴室内で滑って転倒し、頭をドアにぶつけ意識状態が悪い。 

 

〇事故予防と対策 

・居室内や廊下など滑りやすいところには、マット等を敷いて予防に繋げましょう。 

・暗い中で行動すると事故の危険性が高まりますので灯りをつけて行動しましょう。 

・椅子の上や脚立に乗るときは、補助者をつけるなどして、バランスを確保しましょう。 

・ベッドの下に転落時の衝撃緩和のためクッションを設置しましょう。 

・滑りやすい廊下や階段などに手すりをつけましょう。 

・荷物を持ったまま階段を移動することはやめましょう。 

予防救急に取り組もう！ 
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岩沼地域メディカルコントロール協議会で 2026 年「救急ご用心」カレンダーを作

成し、総合南東北病院からご提供を受けました。 

 救急ご用心カレンダーは昨年から作成しているもので、１年間の事故や病気の対策ポイントが一目でわかるよう

になっています！今年はより見やすく改良し、岩沼市、亘理町、山元町の福祉事業所等へ配付しました。 

福祉事務所から利用者の家族へ配付して頂きます。 

こちらもご覧いただき、予防救急に取り組みましょう。 



林野火災注意報・警報を創設 

国では、令和 7 年の大船渡市などでの大規模林野火災を踏まえて、林野火災注意報や林野火災警報を創設し

ました。 

林野火災注意報や林野火災警報は、市町村の火災予防条例で規定され、市町村長が林野火災の危険性に応じ

て発令するもので、全国の市町村で運用を開始し、注意喚起の強化が図られます。 

「林野火災注意報」：降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況です。発令時に

は、その地域では屋外での火の使用を控えるよう努める必要があります。（罰則なし） 

「林野火災警報」：林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化し

やすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用が禁止されます。（罰

則あり） 

皆さまへのお願い 

特に冬から春にかけては、空気が乾燥し、枯れ草火災やたき火、野焼きなどが原因となる火災が発生しやすい

時期です。 

「少しなら大丈夫」「すぐ消せる」という油断が、思わぬ大火につながる可能性があります。 

• 枯れ草やごみの近くで火を使わない。

• 風の強い日は、たき火や火入れをしない。

• たばこの火は完全に消し、吸い殻は必ず持ち帰る。

• 火を使った後は、必ず周囲を確認する。

• 不審な煙や火を見つけたら、すぐに 119 番通報する。

火災は「予防」が何より大切です 

一人ひとりの心がけが、地域全体の安全を守ります。 

 岩沼消防署では、今後も火災予防に関する情報発信を行ってまいります。住民の皆さまのご理解とご協力をお願

いいたします。 

大船渡市林野火災を教訓に 
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危険物とは 

私たちの身近には、火災や爆発の原因となり得る「危険物」が数多く存在します。ガソリン・灯油・軽油、塗料、シンナー、

消毒用アルコールなども消防法上の危険物に該当します。これらを一定量以上貯蔵・取り扱う場合には、消防の許可や届

出が必要です。無許可での貯蔵・取り扱いは法令違反となります。 

まずは確認！身近な危険物     容器を見れば分かる危険物の確認方法 

 品名

 危険等級

 化学名

 注意事項

危険物を貯蔵・取扱量は決まっています 

危険物ごとに「この量を超えたら許可や届出が必要」という基準が定められており、これを “指定数量” と

いいます。 

一般的な危険物の主な指定数量    

許可・届出が必要になるケース 

指定数量以上を貯蔵・取り扱う→消防の「許可」が必要。 

指定数量の 1/5 以上（個人宅は 1/2 以上）→「少量危険物」として消防に届出が必要。 

※少量危険物は亘理地区行政事務組合火災予防条例に基づき規制されます。

カテゴリ 具体的な製品 

燃料系 ガソリン・軽油・灯油・発電機用燃料 

塗料・溶剤系 油性塗料・ラッカー・シンナー・うすめ液 

接着剤型 有機溶剤系接着剤・ゴム系接着剤 

消毒・清掃用 消毒用アルコール 

スプレー製品 防錆スプレー・潤滑油スプレー 

種類 指定数量(少量危険物) イメージ

特殊引火物（例：ジエチルエーテル） ５０Ｌ(１０L) 大きなポリタンク約３個 

第一石油類（例：ガソリン、アセトン） ２００Ｌ(４０Ｌ) 携行缶約 10 個 

第二石油類（例：灯油、軽油） １０００Ｌ(２００Ｌ) ドラム缶約 5 個分 

第三石油類（例：重油） ２０００L(４００Ｌ) ドラム缶約 10 個分 

第四石油類（例：ギヤ油の一部） ６０００L(１２００L) ドラム缶約 30 個分 

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。 

岩沼消防署予防係  

岩沼市末広１丁目６番３２号 

TEL0223‐22‐5172  FAX0223‐22－5547 

容器 

ラベル

危険物管理、大丈夫ですか？ 
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あぶくま消防本部では、令和 7 年１１月

２５日（火）に亘理消防署訓練場で、岩沼消

防署・亘理消防署・山元分署合同の消防技

術競技会を開催しました。 

 この競技会は、火災救助に関する

内容を企画・立案・実施することによ

り、職員のスキルやモチベーション、チ

ームビルディングの向上を目的として

います。 

 当日は５チーム、計３０名の隊員が競

技会に参加し、各自で想定した火災に

対して三連はしごやロープ等の資機材

を活用し、消火活動を実施しました。今

回の競技会を通じて、消防活動の再確

認や隊員間の連携強化を図ることがで

きました。 

 今後も継続的に各種災害を想

定した競技会を実施し、災害対

応能力の向上に努めてまいりま

す。

消 防 技 術 競 技 会 
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 あぶくま消防本部では、令和 7 年１２月２日(火)、９日(火)の２日間、グリーンピア岩沼に

おいて、岩沼消防署・亘理消防署・山元分署合同で山岳救助訓練を実施しました。 

この訓練は、山岳事故救助への知識及び技術を習熟し、災害対応能力の向上を目的とし

て毎年実施しているものです。 

 2 日間で、３４名の隊員が参加し、「登山をしていた男性が斜面から滑落して動けない」

との想定で、自生している樹木にロープを用いて怪我人を救出するための方法を確認する

とともに、活動隊員の安全確保について認識を共有することで隊員間の連携強化を図るこ

とができました。 

山 岳 救 助 訓 練 


	1.岩沼消防署だより表紙〇.pdf
	2.救急係〇　新.pdf
	2.予防係〇　新.pdf
	林野火災注意報・警報を創設
	国では、令和7年の大船渡市などでの大規模林野火災を踏まえて、林野火災注意報や林野火災警報を創設しました。
	林野火災注意報や林野火災警報は、市町村の火災予防条例で規定され、市町村長が林野火災の危険性に応じて発令するもので、全国の市町村で運用を開始し、注意喚起の強化が図られます。
	「林野火災注意報」：降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用を控えるよう努める必要があります。（罰則なし）
	「林野火災警報」：林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用が禁止されます。（罰則あり）
	皆さまへのお願い
	特に冬から春にかけては、空気が乾燥し、枯れ草火災やたき火、野焼きなどが原因となる火災が発生しやすい時期です。 　「少しなら大丈夫」「すぐ消せる」という油断が、思わぬ大火につながる可能性があります。
	火災は「予防」が何より大切です
	危険物とは
	私たちの身近には、火災や爆発の原因となり得る「危険物」が数多く存在します。ガソリン・灯油・軽油、塗料、シンナー、消毒用アルコールなども消防法上の危険物に該当します。これらを一定量以上貯蔵・取り扱う場合には、消防の許可や届出が必要です。無許可での貯蔵・取り扱いは法令違反となります。
	まずは確認！身近な危険物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容器を見れば分かる危険物の確認方法
	 品名
	 危険等級
	 化学名
	 注意事項
	危険物を貯蔵・取扱量は決まっています
	危険物ごとに「この量を超えたら許可や届出が必要」という基準が定められており、これを　“指定数量”　といいます。
	一般的な危険物の主な指定数量
	許可・届出が必要になるケース
	指定数量以上を貯蔵・取り扱う→消防の「許可」が必要。
	指定数量の1/5以上（個人宅は1/2以上）→「少量危険物」として消防に届出が必要。
	※少量危険物は亘理地区行政事務組合火災予防条例に基づき規制されます。


	4.警防係〇　新.pdf
	5.指揮係〇　新.pdf

